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平成 28 年度庁外施設定期監査 指摘事項措置状況報告書 

１ 指摘事項 

（１）服務・給与事務における事務処理を誤っていたもの 

指 摘 事 項 

ア  非常勤職員の年次有給休暇について、週２０時間未満勤務の非常勤職員について

は任用可能回数の制限はないとされているが、任用回数が１０回を超えた時点で付与

日数が初年度に戻ると認識していたため、誤った付与日数を付与しているものがあ

り、繰越日数にも誤りがあるものがあった。また、任用回数を１回少なくカウントす

ることにより本年度付与日数と繰越日数が誤っているもの、繰越可能日数を超え前年

の年次有給休暇の残日数を繰り越しているもの、任用初年度でも採用月により異なる

付与日数となるところを、誤って４月採用の日数を付与しているものがあった。 

     （保育課：駒場保育園、東山保育園、不動保育園、第三ひもんや保育園） 

所 属 名 措 置 状 況 

保育課 

（駒場保育園、東山保

育園、不動保育園、第

三ひもんや保育園） 

非常勤職員の年次有給休暇の付与日数の誤りを修正した。園長

会で資料を配布の上、適切な事務処理について説明を行い、再発

防止を図った。実際に処理を行う時期に、主任会でも説明し、再

発防止策を図る。 

 

指 摘 事 項 

イ 延長保育給食調理補助臨時職員の年次有給休暇簿には、採用後６か月間の勤務実績等

を記載し、その判定により年次有給休暇を付与するための確認をする記入欄があるが、

勤務実績が記載されていなかった。 

   （保育課：駒場保育園、不動保育園） 

所 属 名 措 置 状 況 

保育課 

（駒場保育園、不動保

育園） 

確認記入欄については、必ず勤務実績を記載することについて

再度周知し、再発防止を図った。また、該当園以外にも周知する

ことで情報共有を図った。 
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指 摘 事 項 

ウ 延長保育給食調理補助臨時職員の出勤日が１８日、年次有給休暇取得日が１日の計１

９日であった月について、出勤日の１８日分のみ保育課へ報告したため、１日分の賃金

が支払われていなかった。 

                            （保育課：駒場保育園） 

所 属 名 措 置 状 況 

保育課 

（駒場保育園） 

未払い分の賃金について、追給処理を行った。臨時職員の日数

の報告について誤りがないよう再度確認し、再発防止を図った。 

また、該当園以外にも周知することで情報共有を図った。 

 

指 摘 事 項 

エ 非常勤職員の旅行命令簿について、実費額の集計を誤り支給額に不足が生じているも

の、定期券等の減額調整の誤りにより支給額に過不足が生じているもの、経路に記載し

た運賃額に誤りがあり支給額に過不足が生じているもの、出張先での用務終了後、年休

を取得する際に、復路の運賃を請求していないものがあった。 

（障害福祉課：すくすくのびのび園、子育て支援課：東山児童館第二学童保育クラブ、

菅刈学童保育クラブ、区民センター児童館、不動児童館、上目黒住区センター児童館、

保育課：駒場保育園） 

所 属 名 措 置 状 況 

障害福祉課 

（すくすくのびのび

園） 

２７年５月には復路運賃記載漏れによる支給漏れ１件、同年８

月には定期券の減額調整の誤りによる支給額不足１件、同年１０

月には過って裏面に記載した金額の集計漏れによる支給不足１

件、同年１１月には記載した運賃額の誤りと同行者がそれを転記

したことによる過払いが２件があった。記載の誤りや記入漏れを

集計時に見落としていることが原因であった。 

今後は、インターネット等であらかじめ料金を調べ、これを資

料として旅行命令に添付し、資料と旅行命令を突き合わせてチェ

ックの上、集計することとした。また、非常勤職員の人数が多い

ため、新年度に合わせて旅費の記載方法の説明会を実施し、記載

の誤りを防ぐようにする。 

過不足については、人事課給与係に連絡し、２８年１１月１５

日支給の給与で追給・戻入した。 
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子育て支援課 

（東山児童館第二学童

保育クラブ、菅刈学童

保育クラブ、区民セン

ター児童館、不動児童

館、上目黒住区センタ

ー児童館） 

支給額に過不足が生じているものについては、追給及び戻入処

理を行った。今後、旅行命令簿の旅行経路や旅費等の記載内容に

ついて不備等がないか本人に確認し、旅行命令簿等を適正に管理

するよう、徹底指導を行った。 

保育課 

（駒場保育園） 

定期券等の減額調整の誤りによる過払い分について、戻入処理

を行った。定期券区間との重複確認の徹底など、非常勤職員の旅

行命令簿の適正な処理について、再確認した。また、該当園以外

にも周知することで情報共有を図った。 

 

（２）契約事務において不適正な事務処理を行っていたもの 

指 摘 事 項 

物品の購入に当たり、随意契約により契約しようとするときは、目黒区契約事務規則第

４０条の規定に基づき、原則として２者以上から見積書を徴取することとされている。ま

た、随意契約ガイドライン等においては、例外として、予定価格が５万円未満で、２者以

上の見積書を徴取する意義が少ないものについては、１者見積書徴取でも随意契約が可能

とされている。しかしながら、例外として１者見積書徴取でも可能とされる契約について、

同日や連続する日に、同一業者や同種の別業者と同様の契約を行い、合計すると５万円以

上となるものがあった。 

（子育て支援課：東山児童館、区民センター児童館、田道小学校内学童保育クラブ、上

目黒住区センター児童館） 

所 属 名 措 置 状 況 

子育て支援課 

（東山児童館、区民セ

ンター児童館、田道小

学校内学童保育クラ

ブ、上目黒住区センタ

ー児童館） 

児童館及び学童保育クラブで財務担当がおり、納品場所が同じ

であるが、各財務担当がそれぞれで購入を行うことに伴い、同一

事業者に発注を行うこととなり、合計金額が５万円を超えてしま

ったものがあった。今後は、各財務担当が相互に連絡、確認を行

い、財務事務と目黒区契約事務規則及び随意契約ガイドラインを

再確認し、原則に基づいた財務事務処理を行うよう指導した。 
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(３) ＩＣカードの管理を適切に行うべきもの 

指 摘 事 項 

非常勤職員が、イントラネット用パソコンの保守作業を行う際に、不慣れであるという

ことから、他の非常勤職員に自分のｍｅｇ－ｎｅｔ用ＩＣカードを使用して操作をするよ

う依頼していた。また、作業終了時にカードを貸した職員が不在であったため、机のデス

クマットにカードを挟んでおいたとのことであるが、当日にカードの所在を確認しなかっ

たため、６日後になってカードの紛失が判明した。更に、カード紛失後、情報課に対する

速やかな事故報告及び情報課からのカード再交付における再研修の実施などの指示事項が

遵守されていなかった。 

                            （子育て支援課：東山児童館） 

所 属 名 措 置 状 況 

子育て支援課 

（東山児童館） 

非常勤職員のＩＣカードについては、個々の職員が自身の責任

において管理使用していたところである。 

この度のＩＣカード紛失が発生したことも踏まえ、今後、平成

２８年１２月８日付け目企情第２１４４号により情報課から通

知された「全庁イントラネット・システム接続用ＩＣカード取扱

要領の改正及び非常勤職員等のＩＣカード取扱いの変更と周知

徹底について」に沿って適正な管理を行うよう、改めて各児童館

及び学童保育クラブを指導した。 

管理方法については、非常勤職員のＩＣカードについて、鍵の

掛かるファイリングキャビネットなどに保管する。さらに、ＩＣ

カードを使用する際は、当日のうちの返却を徹底し、返却後に確

認をするチェック簿により管理する。 

また、例年４月に実施している情報課の研修受講を必須とす

る。年度途中に採用をした非常勤職員については、所属長が情報

セキュリティ研修を行い、その後情報課への報告及びＩＣカード

の申請を行うよう徹底する。 

今後、二度と紛失等の事故が発生しないよう、指導・研修等を

徹底していくこととする。なお、仮にＩＣカードの紛失等の事故

が発生した際には、所属長及び情報課への報告を速やかに行うよ

う指導した。 

 

 

 



5 

 

２ 意見・要望事項 

（１）共通事項 

意 見 ・ 要 望 

ア 庶務・契約事務処理の適正化について 

庶務・契約事務処理については、これまでの監査でも指摘事項として掲げている

不適正な事務処理が複数の施設で見受けられた。 

これらの事務処理の適正化については、既に、２６年３月６日付けで、総務課長

名による「基本的な事務処理に関するマニュアルの活用等について」とする通知が

各所属長宛てに行われているところである。２７年度においては、各部定期監査結

果等を踏まえ、２７年１０月２２日開催の政策決定会議において、「基本的な事務

処理の適正性の確保について」として情報提供がなされ、全庁的に周知された。   

また、１２月１８日には、定期監査の結果を踏まえ、各課の文書事務・契約事務

審査者を対象に「文書事務・契約事務審査者研修」が実施された。更に、２８年度

においては、係長昇任１年目職員を対象に、定期監査について、起案審査のポイン

ト、契約事務審査のポイント及び情報セキュリティについて、正しい知識を習得し、

係長としての指導力向上を図るため、２８年５月１７日に「審査のポイントと情報

セキュリティ研修」が行われたところである。こうした全庁的周知や研修の取組に

ついては、今後とも、適時実施されることを望むものである。 

今回の監査で指摘を行った該当施設はもとより、各施設所管課長においては、改めて

これらの文書の周知徹底を図るとともに、不適正な事務処理の問題点や発生する原因を

深く分析することが必要である。例えば、今回の指摘事項（１）アにおいて、非常勤職

員の年次有給休暇の付与日数の誤りについては、付与日数の基となる任用回数の記載欄

が年次有給休暇簿になく、実務担当者が欄外にメモしている状況が見受けられた。よっ

て、様式類の書式変更も視野に入れた事務の改善に取り組むとともに、所管施設におい

て適正な事務処理がなされるよう、異動時や昇任時、監査実施後等において適時・適切

に指導を徹底されたい。 

また、各施設においても、これらの文書通知等を踏まえ、グループウェア内に保存さ

れているマニュアル等を絶えず参照し、ダブルチェック体制の整備や正しい事務処理の

理解の周知徹底、契約事務等の計画的な執行等を図り、不適正な事務処理の再発防止に

向け、一層努力されたい。 

     （障害福祉課、子育て支援課、保育課：各施設、総務課、人事課） 

所 属 名 措 置 状 況 等 

障害福祉課 

（各施設） 

庶務及び契約事務処理については、これまでも総務課長名に

よる通知や昨年度実施された文書及び契約に関する審査者研
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修を受け、庁外施設を含む課内各係に適切な処理の徹底を周知

し、起案から課長決定までの各段階において複数の担当者によ

るチェックを行ってきたところである。その成果として、不適

切な処理として監査から指摘を受けた件数は減少してきてい

る。今後も引き続き、マニュアルの照会と複数チェックによる

事務処理の適正化を徹底していく。 

しかし、今回の庁外施設定期監査で指摘を受けた事項は、非

常勤職員の旅費に関するものであり、庁外施設では施設長に出

張命令の権限が付与されているため、２３名にのぼる非常勤職

員について、手作業で旅費計算を行っている状況である。課と

して、施設へのバックアップ体制をより強化し、事務処理能力

の向上に努めるとともに、非常勤職員の旅費や勤怠管理のシス

テム化を早期に図るよう人事課へ要請していく。 

子育て支援課 

（各施設） 

改めて通知された内容を再確認するとともに、指摘事項を踏

まえながら、マニュアルの随時確認やダブルチェック体制の徹

底等を通じて、全職員の事務処理に関する知識を深め、不足し

ている点についてこれまで以上に必要な措置を講じ、再発防止

に努めていく。 

保育課 

（各施設） 

適正な処理ができるように、書式の変更、マニュアル及びダ

ブルチェック体制の整備を適宜実施するとともに、経年等によ

る担当者の変更もあるため、定期的に周知を繰り返し行うこと

で再発防止に努めていく。 

総務課 

庶務・契約事務処理については、過去の各部定期監査におい

て、担当者の認識不足、チェック体制の不備による基本的な事

務処理のミスが繰り返し指摘された。このため、事務処理マニ

ュアル等の所在及びミスが生じやすい事項や審査の際に注意す

べき事項に関する解説等を平成２６年３月６日付けで各課へ通

知し、その後も研修実施のほか、適時周知を図っている。 

基本的な事務処理のミスを無くしていくには、各担当者、審

査者が事務処理に関する正しい知識を習得することが必要で

あることから、このような取組を今後も継続して行うことと

し、事務担当者が代わる時期やマニュアルが改訂されたとき

等、時機を見て適切に実施していく。 

人事課 

非常勤職員の年次有給休暇の付与日数の誤りについては、年

次有給休暇簿の様式に当該職員の「当初採用日」及び「任用回

数」を記載する項目を追加することで、付与日数の根拠が明確
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になるよう改善する。 

 また、年次有給休暇の付与日数表をグループウェア等に掲載

し、担当者がより簡便に付与日数を確認できるようにすること

で再発防止を図る。 

 事務処理適正化に係る研修については、平成２８年５月１７

日に前年度実施の「文書事務・契約事務審査者研修」の結果を

踏まえ、係長昇任１年目職員を対象として行った。今後も、職

員一人ひとりが基本的な事務処理を確実に行えるよう、対象者

や手法を適時適切に選択し、研修を実施していく。 

 

意 見 ・ 要 望 

イ 危機管理について 

各施設では、危機管理マニュアル等を整備し、それらに基づき災害時や非常時の体制

整備、各種訓練の実施等に取り組み、地震・水害・火災対策や防犯・不審者対策など危

機管理に努めていることがうかがえた。 

各施設においては、マニュアルの充実や訓練の実施、施設の災害時等の体制及び取組

等の利用者への周知を図り、職員や利用者が、実際の災害時等に混乱なく行動できるよ

う、各施設と所管課及び関係部局・機関等とで連携を図りながら、危機管理に一層努め

られたい。 

             （障害福祉課、子育て支援課、保育課：各施設） 

所 属 名 措 置 状 況 等 

障害福祉課 

（各施設） 

今回、庁外施設定期監査の対象であったすくすくのびのび園に

おいては、全クラスで利用者を含めた避難訓練を実施する等、障

害福祉課では、各区立施設の危機管理マニュアル等の整備及び訓

練の実施について充実を図ってきたところである。 

しかし、平成２８年７月に相模原市で起きた事件を受けて、新

たな観点を含めて危機管理体制の見直しを進める必要性が生じ

ている。今後は引き続き、障害福祉課及び関係課と各施設が一層

の連携を進め、対応の強化に努めていく。 

子育て支援課 

（各施設） 

子育て支援課の各庁外施設においては、毎年、災害時初期対応

マニュアルの見直しを行い、職員や利用者が、災害時等に混乱な

く行動できるよう毎月訓練を実施している。今後も各施設と所管

課及び関係部局・機関等とで連携を図りながら、危機管理に一層

努める。 
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保育課 

（各施設） 

保育課の各庁外施設においては、毎年、事業計画で地震、火災、

不審者等を想定した訓練計画を立て、災害発生時に職員や児童の

安全を確保できるよう毎月訓練を実施している。マニュアルや訓

練内容の随時見直し・周知を行うなど、危機管理体制の強化に努

めていく。 

 

意 見 ・ 要 望 

ウ 施設の点検等による適切な管理について 

施設（建物・工作物、付属設備・器具）の管理については、その状況を点検し、安全

に事業が行えるよう適切に管理することとされているところである。しかしながら、今

回の監査対象施設では、戸棚の扉へのストッパーの設置やキャビネット等の転倒防止が

十分されていない施設、天井吊り下げ扇風機を使用している施設等が見受けられた。  

施設管理者及び各施設においては、戸棚の扉へのストッパーの設置、キャビネット等

の転倒防止、窓ガラス等の飛散防止など、施設の安全点検・管理を徹底し、事故防止に

取り組まれたい。また、過去に壁掛け扇風機の落下事故が発生した施設の例もあること

から、施設管理者及び各施設においては、天井吊り下げ扇風機等について、施設課とも

連携を図りながら、目視のみではなく、触手や作動等により異常の有無を確認すること

や継続的にメンテナンスを行うなど、落下防止に取り組まれたい。 

（保育課：祐天寺保育園、東山保育園、ほか所管課：各施設） 

所 属 名 措 置 状 況 等 

産業経済・消費生活課

（消費生活センター） 

今回の定期監査における個別の指摘はなかったが、課内（中小

企業振興係、消費生活センター及び施設管理係）における情報共

有のほか、日常的な施設点検を担う施設管理係を中心に、転倒防

止や落下防止策など施設の安全管理に努めており、引き続き、よ

り一層の安全管理に努めていく。 

障害福祉課 

（すくすくのびのび

園） 

施設課と相談の上対応を進めているところである。ガラス部分

の飛散防止や蛍光灯の落下防止、療育室の棚の中身の落下防止等

利用者が活動する部分は対応済みである。事務室の棚やキャビネ

ット、職員用ロッカーの転倒防止等についても今後、安全対策、

安全点検を行い、予算を含め計画的に取り組む。 

子育て支援課 

（全児童館・学童保育

クラブ） 

今後、落下や転倒防止について、触手や作動等の日常点検を徹

底するよう周知していく。また、危険な箇所については、具体的

な防止策を講じるよう徹底していく。 
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保育課 

（祐天寺保育園、東山

保育園ほか全保育園） 

設備等の落下及び転倒防止について日頃から点検し改善を図

ることについて改めて周知した。天井吊り下げ扇風機の落下防止

については、使用前の清掃時などに触手で確認することを再度徹

底するよう周知した。日頃から注意して運転状況を確認するなど

の安全管理を行い、施設課とも連携し事故防止を徹底していく。 

施設課 

施設（建物・工作物、付属設備・器具）の管理については、当

該管理者が、日常点検、６か月点検（施設課に対する報告有）、

専門点検（委託）などにより、安全確認等の点検を行っている。

また、施設課においても、年一回巡回点検（夏季）を行っている。 

近年、扇風機が落下する事故が発生したことから、点検項目の

徹底を行い、指摘の事項については既に所管課に確認のポイント

等を周知しているところである。引き続き、施設点検説明会等に

おいてより一層の周知徹底を行い、また施設課においてもよりき

め細かな巡回点検に努めていく。 

 

（２）個別事項 

ＩＣカードの適切な管理について 

意 見 ・ 要 望 

２８年度各部定期監査においても、情報セキュリティの確保について述べたところで

あるが、指摘事項（３）に記載したように、イントラネット用パソコンの保守作業にお

いて、自己のＩＣカードの他の非常勤職員への貸出し及び当該ＩＣカードの紛失事故が

生じていた。紛失後、情報課へ報告し、情報課から情報セキュリティに関する指導を行

った後、ＩＣカードが当該職員に再発行された。また、情報課では、紛失したＩＣカー

ドでイントラネットへログインできないように処理するとともに、紛失報告後の使用履

歴がないことを確認したとのことである。 

ＩＣカードについては、「全庁イントラネット・システム接続用ＩＣカード取り扱い要

領」（以下「要領」という。）４「取扱い上の注意」において、ＩＣカードを交付された

職員の遵守事項として、「エ ＩＣカードを他人に貸与、譲渡してはならない」旨規定さ

れている。また、「オ ＩＣカードを紛失、破損した場合において、2. アのＩＣカードは、総

務部人事課（以下、「人事課」という。）に、それ以外のＩＣカードは情報課に直ちに届け出なけ

ればならない。」旨定められている。ＩＣカードを交付された職員は、これらの注意事項を遵

守しなければならないものである。 

情報課からの再交付に当たっての遵守事項においては、「セキュリティ責任者（子育て

支援課長）により情報セキュリティ研修を再実施すること。」、「紛失等の事故があった場

合は速やかに情報課に連絡するように、紛失時の対応について再指導すること。」及び「紛
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失したＩＣカードが発見され次第、速やかに情報課へ連絡すること。」とされているとこ

ろである。 

しかしながら、研修の再実施については、実施されていなかった。また、当該職員は

平成２８年４月６日付け、目企情第９５号「非常勤職員等を対象にした情報セキュリテ

ィ研修の開催について」による研修にも参加していなかった。 

更に、同要領では、ＩＣカードを紛失した場合には、情報課に直ちに届け出なければ

ならないとされているにもかかわらず、２７年８月２８日にＩＣカードを紛失後、情報

課へ紛失届が提出されたのは、９月１４日であり、紛失届の提出が非常に遅くなってい

た。現在、紛失したＩＣカードは発見されていない。 

これらは、ＩＣカードの他職員への貸出し及び紛失事故という事態を重大なことと認

識していないと言わざるを得ないものである。 

所管課長においては、ＩＣカードの適切な管理など情報セキュリティの確保について、

改めて所属職員へ周知徹底するとともに、指導、研修の実施、情報課への研修の実施報

告及び速やかな事故報告の遵守など、徹底を図られたい。 

また、各施設の非常勤職員等に対するＩＣカードの管理状況について再点検を実施す

るとともに、帰宅時等の返却・保管等、施設管理者によるＩＣカードの保管・管理方法

の統一化を図るなど、適切に管理されたい。  

なお、本件に関連し、情報課においても、非常勤職員等に対するＩＣカードの保管・

管理方法等適切な管理について、改めて各所属長に周知されたい。 

           （子育て支援課：東山児童館、ほか所管課：各施設、情報課） 

所 属 名 措 置 状 況 等 

産業経済・消費生活課

（消費生活センター） 

課内全職員を対象に、課長が情報セキュリティ研修を実施済で

ある。なお、新規採用者については、係長が行っている。 

障害福祉課 

（すくすくのびのび

園） 

個人情報を扱う業務上、ＩＣカードの管理・保管は確実に行う

ように注意喚起し、新任者（非常勤職員も含む）には園独自の研

修内容の一つに盛り込んでいる。今後も、不適切な取扱いの無い

よう注意喚起する。 

また、情報セキュリティ研修についても、新任職員など指定さ

れた対象職員以外にも、積極的に参加を奨励していく。 

子育て支援課 

（東山児童館ほか） 

非常勤職員のＩＣカードについては、個々の職員が自身の責任

において管理使用していたところである。 

しかしながら、この度のＩＣカード紛失が発生したことに伴

い、今後、平成２８年１２月８日付け目企情第２１４４号により

情報課から通知された「全庁イントラネット・システム接続用Ｉ

Ｃカード取扱要領の改正及び非常勤職員等のＩＣカード取扱い
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の変更と周知徹底について」に沿って適正な管理を行うよう各児

童館及び学童保育クラブに指導した。 

管理方法については、非常勤職員のＩＣカードについては、鍵

の掛かるファイリングキャビネットなどに保管する。さらに、Ｉ

Ｃカードを使用する際は、当日のうちの返却を徹底し、返却後に

確認をするチェック簿により管理する。 

また、例年４月に実施している情報課の研修受講を必須とす

る。年度途中に採用をした非常勤職員については、所属長が情報

セキュリティ研修を行い、その後情報課への報告及びＩＣカード

の申請を行うよう徹底する。 

今後、二度と紛失等の事故が発生しないよう、指導・研修等を

徹底していくこととする。なお、仮にＩＣカードの紛失等の事故

が発生した際には、所属長及び情報課への報告を速やかに行うよ

う指導した。 

保育課 

（全保育園） 

全庁イントラネット・システム接続用ＩＣカード取扱要領の改

正及び非常勤職員等のＩＣカード取扱いの変更について、各保育

園に周知し、取扱いについても統一するなど、ＩＣカードの適切

な管理について周知した。 

情報課 

「全庁イントラネット・システム接続用ＩＣカード取扱要領」

を改正し、非常勤職員等にＩＣカードを新規・再発行する場合に

は、原則として申請前の情報セキュリティ研修受講を必須とし、

報告書の提出を求めることとした。また、当該改正内容とＩＣカ

ードの取扱いについて、平成２８年１２月８日付け、目企情第２

１４４号「全庁イントラネット・システム接続用ＩＣカード取扱

要領の改正及び非常勤職員等のＩＣカード取扱いの変更と周知

徹底について」により、全庁向けに周知した。さらに、ＩＣカー

ドの保管・管理方法の徹底について、平成２８年１２月１４日付

け、目企情第２２２６号「非常勤職員等のＩＣカードの保管・管

理の徹底について」により、全庁向けに周知を行った。 
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３ 推奨事項 

 児童館・学童保育クラブ及び保育園における事業評価の取組について 

意 見 ・ 要 望 

今回庁外施設監査を行った施設の中で、特に、各児童館・学童保育クラブ及び保育園 

においては、毎年度の事業運営について、詳細な事業評価に取り組んでいる。  

各児童館・学童保育クラブにおいては、目黒区児童館運営指針・学童保育クラブ保育

指針に基づき、毎年度事業計画を作成し、重点課題の設定、利用対象別事業の目標と主

な取組、事業形態別の目標と取組、学校・地域・関係機関等との連携、危機管理等につ

いて掲げるとともに、年度終了後にそれらの実績及び評価（成果・問題点）、次年度の

重点課題について総括している。 

また、各保育園においては、国の保育所保育指針に基づき、毎年度保育の計画を作成

し、「保育課程」として、園児の年齢ごとに、保育のねらい及び内容を掲げ、「年間指導

計画」として、園児の年齢ごとに、クラス目標、四半期ごとの保育のねらい、配慮事項、

養護、教育、食育、小学校・保護者・地域との連携等を掲げている。このほか、分担業

務、行事、研修等の事業計画を作成している。年度終了後には、保育園運営方針年間反

省及び各年齢ごとの年間反省として、実績評価、課題、次年度に向けての改善事項等を

取りまとめている。 

これらの取組は、事業の計画、実施、検証・評価、見直しなど、ＰＤＣＡマネジメン

トサイクルに積極的に取り組んでいるものとして評価できるものである。 

  区全体としては、行革計画において、改革項目の一つとして、「行政評価制度を活用 

した効果的・効率的な事業執行の実施」を掲げ、公会計制度と連携した行政評価制度に

ついて、２９年度の試行実施に向け取り組むこととしている。事業部門において上記の

ような事業評価の取組を進めていることは、他の事業部門にも参考になるとともに、行

政評価制度の検討に当たり、基礎的な取組例として参考になるものと考えられる。 

  今後は、区の行政評価制度の取組も踏まえながら、事業評価の充実に取り組まれたい。 

     （子育て支援課：各児童館・学童保育クラブ、保育課：各保育園、行革推進課） 

所 属 名 措 置 状 況 等 

子育て支援課 

（各児童館・学童保育

クラブ） 

児童館、学童保育クラブは、目黒区子ども条例と目黒区子ども

総合計画の下、事業運営を遂行している。事業運営に当たっては、

毎年度目黒区児童館運営指針・学童保育クラブ保育指針に基づき

事業計画を策定し、また、利用者アンケートを実施することによ

り、利用者の声を的確に捉え、年度修了後に事業実績及び評価（成

果・問題点）及び次年度の重点課題を把握し、事業運営を遂行し

ている。 

今後も、マネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を向上させるため、
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目黒区子ども総合計画改定に合わせて事業運営の見直しを行い、

また、区民ニーズを把握しながら事業運営に取り組むよう指導し

ていく。 

保育課 

（各保育園） 

保育の計画及び事業計画について、行政評価制度の取組も含め

て、ＰＤＣＡマネジメントサイクルの効果が上がるように、実施

方法の改善等を適宜検討していく。 

行革推進課 

現在、区の各事業部門においては、目黒区児童館運営指針・学

童保育クラブ保育指針や国の保育所保育指針に基づく事業評価

の取組をはじめとして、学校教育法に基づく学校評価等の取組

や、各補助計画の進行管理、指定管理者運営評価などを実施して

いる。 

今後、区全体としてのマネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を更

に強化し、施策（政策）や事務事業に関する客観的・包括的な情

報を得ることで、より効果的・効率的な施策展開を図るとともに、

行財政運営の透明性を高めていくため、行政評価制度の実施に向

けた検討を現在進めている。 

この検討に当たっては、まず、何を評価対象とし、評価結果を

どのように利用するのかを検討する必要がある。その上で、職員

の事務負担等に留意するとともに、各事業部門において実施して

いる事業評価等の取組についても、評価の過程で得られる情報を

どのように事業の効果的・効率的な執行に活かしているのかとい

った点などについて、整理する必要があると考えており、児童

館・学童保育クラブ及び保育園における取組内容も参考にしなが

ら検討を進めていく。 

 

 


